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平成２９年度第２回 古賀市上下水道事業経営等審議会 会議録 

 

日時：平成２９年６月２７日（火）９：３０～１１：１０ 

場所：市役所 第２庁舎２階 中会議室         

 

（開会） 

１．会長挨拶 

会長 それでは、古賀市上下水道事業経営等審議会の平成２９年度第２回会議を開催いたしま

す。 

本日、委員８名中全員出席でございますので、会議は成立となります。 

事務局から、資料が送付されておりますので、それに基づき会議を進めていきたいと思

います。 

下水道課長 付議事項に入ります前に、報告事項がございます。 

本日、会議の傍聴の希望はあっておりません。 

また、本来であれば事務局として建設産業部長が出席すべきところですが、急遽上京す

る必要が生じましたので今回欠席しておりますことをご報告いたします。 

また、前回事務局紹介を行いました際に、所用により欠席しておりました水道課の石橋

課長が本日出席しております。 

水道課長 水道課の石橋でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

下水道課長 それでは、大久保会長、お願いいたします。 

２．付議事項 

（１）第１回審議会の会議録について 

会長 付議事項の（１）第１回審議会の会議録について、事務局から説明をお願いします。 

下水道課長 資料２－１をご覧ください。前回の会議録をまとめております。前回、要点筆記で作成

するということでご説明しておりましたが、表現に齟齬が無いように全文筆記に近い要

点筆記で作成しております。こちらは、内容の確認後、承認いただければ、会議録を前

回の資料とあわせて市民の皆さんに市のホームページ等で公開したいと思います。 

会長 「会議及び会議録の取扱い」について説明がありましたが、委員の皆さんからご質問や

ご意見はないでしょうか。 

委員 Ｐ７の１４行目「大きなものでは内径１ｍ」という箇所について、合流管であればもっ

と大きいもの、１．５ｍほどの管があると思いますので、その点調べていただいて修正

していただければと思います。分流管では１ｍほどですが、合流管では私の在職時代に

もっと大きな管を入れた記憶があります。 

下水道課長 確認して、その旨で修正するということでよろしいでしょうか。 

会長 はい。お願いします。 
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ほかにございませんか。 

委員 ありません。 

会長 それでは、ほかにご意見がないようですので、承認することといたします。 

ありがとうございました。 

（２）古賀市下水道事業の経営状況 

会長 いくつか資料があるようですので事務局から順次説明をお願いします。それでは、（２）

古賀市下水道事業の経営状況について。 

下水道課長 資料２－２をご覧ください。 

（Ｐ２）前回もご説明しましたが、公営企業の基本原則について、地方財政法を掲載し

ています。この条文で言わんとすることは、下水道事業については、特別会計を設ける

こと、その特別会計においては独立採算の考え方で進めていくことが書かれています。

法文ですのでなかなかわかりにくい面もございますが、「その性質上当該公営企業の経

営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費」が何を言っているのかというと、

前回ご説明した雨水公費の考え方、雨水の処理に係る経費のことで、こちらについては

一般会計から繰入を行っております。「当該公営企業の性質上効率的な経営を行っても

なおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる

経費」というのは、古賀市の処理場では該当しづらいのですが、例えば供用開始間もな

いところなどで使用料収入が確保できないため、高資本費対策の経費についても繰入を

することが認められています。この条文で言わんとするのは、「当該企業の経営に伴う

収入をもってこれに充てなければならない」ということで、独立採算の考え方で進めて

いきなさいということです。 

下段に一般会計繰出基準を簡単に記載しております。汚水処理には、維持管理費と、資

本費といわれる設備投資にかかる費用がかかります。その経費については、従前から説

明しております雨水処理にかかる費用、あるいは、総務省から示されている一般会計か

ら繰り入れる金額、ということで、私費負担分と公費負担分というのがあります。その

財源については、使用料収入と一般会計繰入金で主にまかなわれています。一般会計繰

入金についても、基準というものがございまして、それに沿わないものについては、基

準外として表現させてもらっていますが、この基準外の繰入をしてもらわないと、事業

が成り立たないということで図に示しています。 

（Ｐ３）地方公共団体の財政の健全化に関する法律というものがあります。地方公共団

体の財政の健全化を表す指数である実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、

将来負担比率を公表し、これらが悪化すれば措置をとらなければならないという法律で

す。ちなみに古賀市でございますが、全ての指数において、早期健全化基準を超えてい

ない、つまり現状としては健全な状態にあるということです。公営企業、下水道事業に

つきましては、連結実質赤字比率に数字が反映されることになりますが、現実的には若
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干黒字決算でございますので、そちらへの影響は与えていません。 

（Ｐ４）ここからは、平成２８年度決算の状況についてご説明します。これからの金額

は全て公共下水道のものです。平成２８年度決算につきましては、まだ議会の認定を受

けておりませんが、出納閉鎖期間である５月を過ぎましたので、決算としてはある程度

かたまっています。上段は収益的収支です。収益的収入の総収益が１，３２９，７３６

千円、うち営業収益が１，０２９，０４２千円、そのうち使用料収入が８５５，２５０

千円、受託工事収益はありません。その他として１７３，７９２千円。これは、一般会

計から雨水負担金としての繰入金です。次に営業外収益が３００，６９４千円、うち他

会計繰入金、これも一般会計からの繰入金ですが、地方債の利息償還に係る交付税措置

をされた分や水洗化奨励金の経費、いわゆる総務省の基準による繰入金です。その他の

２，１２８千円は、諸収入や雑入です。 

続いて、収益的支出の総費用が６９８，２５７千円、営業費用が４４３，０１４千円、

これは処理場や管渠の管理費で、建設投資にかかる経費と地方債の返還金を除いた金額

とご理解ください。その内訳は、職員給与費３４，６６３千円、その他が処理場や管渠

の管理費４０８，３５１千円です。営業外費用の２５５，２４３千円のうち、支払利息

２３３，７８８千円、これが地方債の支払利息です。その他２１，４５５千円は、支払

消費税の額です。総収益から総費用を差し引いた６３１，４７９千円が収益的収支の黒

字額となります。 

下段には資本的収支をあげております。下の資本的支出からご説明します。資本的支出

１，０３６，７９０千円のうち建設改良費として２７５，９９８千円支出しています。

処理場や管渠の更新といった投資的な事業であり、うち職員給与費が２６，５５１千円

です。地方債償還金、さきほどの収益的収支の方には利子分を計上しておりましたが、

こちらは、地方債償還の元金分で７６０，７９２千円です。 

資本的収入に戻ります。建設改良費に充てる財源として国（県）補助金や地方債をあて

ています。地方債は、建築工事を行うに当たっての借金であり、その額２９０，７００

千円、他会計補助金は起債の元金償還のため交付税措置がなされている分、約３５％が

一般会計からの繰入金として５９，８２１千円、国の補助金が６６，４１７千円、工事

負担金として９，４７５千円、これは受益者負担金です。資本的収入の合計から支出を

差し引いた金額６１０，３７７千円が赤字です。 

会計全般で見ますと、収益的収支の差引と資本的収支の差引をした金額２１，１０２千

円が公共下水道事業会計の単年度の黒字額です。なお、こちらに前年度の繰越金は計上

されておりませんので、本当の意味での単年度の収支状況でとなります。ちなみに、一

般会計繰入金と私たちは言っておりますが、その総額は、収益的収入の（１）ウその他

１７３，７９２千円、（２）ア他会計繰入金２９８，５６６千円、資本的収入の（２）

他会計補助金５９，８２１千円が一般会計繰入金の合計額となります。平成２８年度は、

単年度では黒字です。 
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（Ｐ５）先ほど２８年度は単年度では黒字と申し上げました、それを受けまして、財政

収支の見通しを掲載しております。平成２９年度からは単年度において８千万円から約

１億円を超える赤字が見込まれています。こちらにつきましては、Ｐ７からご説明しま

す。 

（Ｐ７）下段の資本的支出の見通しです。主に建設改良費が平成２８年度に約２億７千

万円、２９年度には４億７千万円、３０年度５億８千万円、３１年度７億７千万円と、

右肩上がりになっていることがお分かりいただけると思います。これについては、Ｐ８

をご覧ください。 

（Ｐ８）上段に建設改良費の内訳を記載しています。公共下水道ベースです。今後投資

的経費として考えられるのが、センターの更新工事です。これを続けていかないと機械

の老朽化に伴い安定した処理ができなくなるため、ある程度一定的な投資を行っていく

必要があります。それにあわせて管渠も老朽化しているものの更新をかけていくことで

毎年事業を進めております。グラフの緑が増えているのは、公共下水道の未整備地区で

ある青柳・小竹地区に管渠を延伸していく事業費の増を示しています。平成３０年度に

は全体設計、平成３７年度には工事を完了するというスケジュールで考えております。

平成３７年度までに事業を終える、と申し上げましたが、平成２７年度に国から１０年

間で下水道整備を終わらせなさいという「１０年概成」という考え方を示されておりま

す。なかなか整備が進んでいないところについては厳しい課題ですが、古賀市において

は、残された青柳・小竹地区について１０年間で事業を行っていきたいと考えていると

ころです。言い難いですが、国が「１０年で事業を完成させなさい」と言っているとい

うことは言い換えれば「１０年以降は知らないよ」と、極端に言いますと管渠の補助金

が下げられる、更新がかさんでいくのでそちらに配分がかかっていくのだろうというこ

とは想像できることであり、古賀市としては平成３７年度までにこの下水道整備を終わ

らせたいと考えているところです。 

それに伴い発生する地方債の残高と元利償還金の推移を下段に示しています。 

（Ｐ７）Ｐ７資本的支出の見通しに戻りますが、そういった理由で建設改良費が上昇し

ていき、あわせて地方債の償還金、いわゆる元金の償還金が今後伸びていくというとこ

ろです。 

上段の資本的収入について。管渠整備、更新工事については従前のとおり地方債若しく

は国庫補助金あるいは工事負担金を充てながら事業を進めていくという考え方です。基

本的に、工事を進めていくには地方債と国庫補助金と工事負担金を充て、地方債の償還

については一般会計の繰入金が充てられているということをご理解いただければと思

います。 

（Ｐ６）Ｐ６に戻りまして、収益的収入も下段の支出からご説明します。営業費用につ

きましては、過去の実績等を勘案し、算出しています。営業外費用については先ほど申

し上げたとおり、地方債の借り入れを行って事業を進めていくことで支払利息が膨らん
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でいきます。それに伴って金額が変動し、また、消費税の見込みをあわせて計上してい

ます。事業を進めているにもかかわらず地方債の利息は伸びていないのではないかと思

われるかもしれませんが、過去の借入金の返済が順次終わっていきますので、このよう

な数値となっております。なかなか将来的収支の見通しというのは立てがたいものでご

ざいますが、現在行っている事業を確実に継続していくということで積み上げていると

ころです。収益的収入の見通しにつきましては、営業収入として下水道使用料、古賀の

人口が伸びているのではないかと思われることもあろうかと思いますが、ほとんど横ば

いになってきておりますので、下水道使用料も横ばいになるのではないかと思われま

す。企業からの使用料については、節水に心がけておられることもあり、大口の事業者

からの使用料の増も見込みがたいということで、このような予想となっております。 

（Ｐ５）財政収支の見通しとしては、これまでご説明した内容を勘案して、このように

試算しているところです。事業の拡充と支払利息、物価上昇等が影響した試算になって

いるということでご理解いただければと思います。 

（Ｐ９）続きまして、経営基盤の強化について。何度も繰り返しになりますが、公営企

業は、料金収入をもって経営を行う独立採算制を基本原則としながら、住民生活に身近

な社会資本を整備し、必要なサービスを提供する役割を果たしており、公共の福祉を増

進していくことが必要です。こうした中で事業を行っていくには、自らの経営について

的確な状況把握を行った上で、中長期的な視野に基づく計画的な経営に取り組み、徹底

した効率化、経営健全化を行うことが求められています。そのため、有収水量の確保、

維持管理の効率化、使用料の適正化、公営企業法の適用を行っていく等の方策が示され

ています。 

（４）下水道事業の使用料 

下水道課長 （Ｐ１０）続きまして、下水道使用料の基本的な考え方についてご説明します。下水道

使用料の基本原則として、下水道は、地方自治法第２４４条に規定する公の施設に該当

すると解されており、公の施設についてはその利用につき使用料を徴収することがで

き、当該使用料については条例で定めなければならないとされています。下水道の利用

に際しては使用料を徴収することができ、その使用料については、各々の自治体で定め

なさい、古賀市の下水道使用料については古賀市独自で定めなさいということです。下

水道法第２０条第２項に「使用料は、次の原則によって定めなければならない。」、第１

号に「下水の量及び水質その他使用者の使用の様態に応じて妥当なものであること」と

あり、古賀市においては、水量に応じて下水道料金を定めております。また、能率的な

管理の下における適正な原価をこえないものであること、定率又は定額をもって明確に

定められていること、特定の使用者に対し、不当な差別的取扱をするものでないこと、

という原則があります。 

（Ｐ１１）下水道使用料の算定方法としては、事業計画・財政計画の策定をし、下水道

事業を継続するに当たり、今後必要な投資と必要額の見直し、今後の使用料収入や投資、
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地方債残高の見通しをまず行うことになります。そして、使用料算定期間の設定、公共

料金としての安定性を確保するため、料金算定期間を決定、料金算定期間内に事業を行

う財源として使用料収入がいくら必要かを決定します。第３に使用料体系の決定。必要

な使用料収入を使用者間でどのように割り振り、負担するかを決定することで、使用料

の算定を行います。 

下水道使用料算定期間の設定のため、下水道使用料算定の基本的考え方として日常生活

に密着した公共料金としての性格からできるだけ安定したものであることが望ましい、

あまり変動することは避けた方がよいということです。また、あまりに期間が長期に及

ぶと予測の確実性を失うということで、概ね２年～４年くらいの財政試算をもとに、使

用料を求めていくのが妥当ではないかと言われているところです。 

（Ｐ１２）公費から負担すべきものとされている経費を除いた汚水処理にかかる経費

は、使用料でまかなわれるべきもので、その経費を「使用料対象経費」といいます。汚

水処理にかかる経費から公費で負担される金額を差し引いた金額が、使用料でまかなう

べき金額です。それを使用料でどれだけ回収していくのかということになります。 

下段に総務省から基準が示されております。一般会計が負担することとされている経費

については、繰出基準で位置づけられており、これらの財源については基準内繰入とし

ての一般会計繰入金が充てられます。これらの基準内繰入を適正に充当するため、総務

省では、使用料単価を少なくとも１㎥当たり１５０円以上とすることを提言していま

す。上水道、浄化槽事業等の使用料水準を勘案して目指すこととされる下水道使用料の

基準は、以下に示すとおり月２０㎥で３，０００円という額が総務省基準として示され

ているところです。 

会長 いままでのご説明の中で詳しく聞きたい内容や、ご質問はございませんか。 

下水道課長 先ほど見通しを示しましたように、近い将来的には赤字になるであろうと見込まれてお

ります。下水道事業を進めるに当たって、工事発注についても、設計等精査しながら過

剰な投資が無いように進めておりますし、日常管理につきましても主に汚水処理にかか

る経費といえば処理場の運転経費でございますが、そちらにつきましても、指名競争入

札で業者を選び、今３ヵ年の長期契約を締結して効率的な運営に努めております。もち

ろん、それに限らず経営改善は進めていかなければならないと思っておりますが、赤字

を解消していくためには収入に頼っていかなければならないので、使用料の見直しにつ

いて検討を進めていかなければならないと事務局としては考えているところです。資料

についても使用料のことが主になってきておりますがその点ご理解いただいて、ご説明

を進めさせていただければと考えております。 

会長 使用料算定期間の設定という話がありましたが、古賀市の場合には、なにかお考えがあ

りますか。 

下水道課長 本来であれば概ね３～４年程度のサイクルで、使用料について評価をしていくべきとこ
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ろであったのですが、大きな赤字が発生しない限り見直しをしないまま進んできまし

た。今回については、平成２０年にこの審議会を立ち上げいたしまして、答申をいただ

き、平成２７年に使用料改定を行っております。一時的に回復はしたのですが、物価の

上昇や事業投資も含め将来的には事業が赤字になっていくだろうということです。平成

２７年の見直しから２年を経過しておりますので、今後の３年若しくは４年くらいのス

パンを見据えた中で、使用料としてはどうあるべきかを審議していただくということが

今回の審議会の主な内容として考えているところです。 

会長 平成２７年に１回改定をしたということですね。 

下水道課長 後に資料がございますので、続けてご説明してもよろしいでしょうか。 

会長 では、続けてお願いします。 

下水道課長 （Ｐ１３）古賀市の下水道使用料についてご説明します。下段に下水道使用料体系とし

て表を載せています。これが古賀市の料金体系です。本市においては、基本使用料制を

採用しております。あわせて、使えば使うほど使用料を払っていただく従量使用料制、

使う量が多くなるほど単価が上がっていくという累進使用料制、グラフの横軸が使用量

ですが、それに応じて単価が上がっていく、最大が２０５円、最小が１１０円という、

累進使用料制この３つの制度をあわせ持った料金体系になっています。 

（Ｐ１４）使用料の変遷です。直近では、平成２７年の１０月に単価の見直しをしてい

るところです。その前については平成９年、平成５年、昭和６３年、昭和６０年、昭和

５３年と見直しがなされています。表の一番下の行に累進度を掲載しています。これが

先ほどご説明した累進使用料の度数を表すものです。全国的には、１～３の範囲に広く

分布しているということです。 

下段に下水道使用料の回収率予測を掲載しております。これは、Ｐ１２でご説明した下

水道使用料の対象経費にかかることなのですが、このグラフのみ公共下水道事業と農業

集落排水事業の金額を合計して表現しています。青が使用料の対象経費、使用料でまか

なうべき経費で、緑が、使用料の収入です。本来は１００％回収するのが望ましいので

すが、回収状況としては、グラフにお示ししているとおりです。汚水処理にかかる経費

から一般会計補助金を引いたものが使用料対象経費です。使用料収入は８８０，６０５

千円で、先ほどご説明した金額に農業集落排水事業分を合わせてこの金額です。では、

この不足分はどこで補っているのかというところですが、収支の見通しで赤字として示

したところであったり、一般会計繰入で補填されたりということになります。 

資料２－２については以上です。 

会長 地方債について説明がありましたが、地方債は決まった償還期間があってそれで返して

いくといったものなのでしょうか。 

下水道課長 たとえば、今１億円かけて下水管渠を整備するという想定でご説明します。国庫補助対

象事業であれば、概ね５０％の５，０００万円が国庫補助として充てられます。残りの
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５，０００万円をどうするかということですが、地方債いわゆる借金を充てて、事業を

行い、そのお金をもって支払うことになります。単年度でいうとそれで終わります。地

方債は、３０年～４０年の借入期間で償還、返していくことになっています。 

委員 ３０年の借り入れであれば、５年据え置きで、２５年間で返していくことになっていた

かと思いますが、その理解でよろしいですか。 

下水道課長 はい。現在の下水道事業が特別会計でしておりますので、その場合は原則３０年、企業

会計に移行した場合には、償還期間と減価償却期間の差が激しいということで希望があ

れば４０年といった長期の借り入れも可能ではあります。しかし、基本的には委員のお

っしゃったとおり、借り入れについて、概ね５年間の据え置き期間には利子のみの支払

い、残りの期間については、元金と利子を償還していく期間になります。 

会長 現在残っている地方債というのは、２０年から３０年ほど前からのものということにな

るのですね。 

下水道課長 はい。 

委員 新規の地方債の調達金利はどのくらいですか。 

下水道課 

管理係長 

借り入れ条件により平成２８年度で０．２％から０．７％となっております。 

下水道課長 今は比較的金利が安いので、今のうちに事業を進めたいと思っているのですが、国の補

助金の状況等もございますので、なかなか難しい状況です。反対に、金利が高い時期に

事業は行わないのかというとそういうわけにもいきません。地方債の中には、金利が高

い時期のものも高い時期のものも混在しており、現在それを返していっているところで

す。 

委員 今償還中のもので、一番高い金利はどのくらいですか。 

会長 金額が大きければその分相当なものになるでしょうね。 

下水道課 

管理係長 

平成２年頃の、６．６％が一番高金利です。 

下水道課長 いわゆるバブルの時期のものですね。 

委員 そのころの分は、償還が終わっているのでしょうか。高金利の分については低金利のと

きに借り換えを行うなどして経費の削減を行うこともあるかと思いますので、現在償還

中のものでは、高いもので１％台ではないですか。 

委員 地方債でも借り換えを行うことができるのですか。 

委員 低金利に借り換えをすることができた時代もありました。 

下水道課長 まだ、その高金利のものも償還中です。保証金無しで借り換えを行えた時期もあったの

ですが、現在は失効しております。これについては、復活してもらえるように国に要望

しているのですが、なかなか困難なようです。 
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委員 地方財政が厳しいですからね。 

委員 Ｐ８の建設改良費の内訳についてよろしいですか。青柳・小竹地区の整備費用として合

計２３億１千万円ほどの費用を見込んでおられるようですが、これはある程度裏づけが

ある数字ですか。 

下水道課長 確実な裏づけとはいい難いかもしれませんが、概ねほかの地区等を参考にして計上して

いるところです。一つ懸念しているのが、青柳・小竹を接続するに当たって、もともと

その辺りまで想定していなかった部分まで拡充していったところがございますので、途

中つなぐ幹線の許容量も含めて、その地域を整備して処理場近くのある程度大きな管ま

で持っていく必要があるということまで想定して、若干経費が多くなっています。 

委員 その経費も含まれた数字ということですか。 

下水道課長 はい。含まれております。処理場の処理能力には余裕があるのですが、管渠の許容量、

接続した管の更新状況も見込んで、その辺りも含めた金額になっています。 

委員 使用料収入については、回収率は何パーセントくらいですか。 

下水道課長 当該年度分の使用料、その年に賦課した使用料の回収率は、おおよそ９９％です。その

うち支払われずに翌年以降に繰り延べられた分の回収率は２０～３０％程度です。 

委員 収支の見通しにあがっている使用料収入としては、９９％が収入見込みとして計上され

ているということですか。 

下水道課長 はい。 

委員 Ｐ１４の下水道使用料回収予測についてお尋ねします。こちらにあがっている回収率に

はどのような意味があるのですか。先ほどの９９％の回収率とは意味あいが異なるので

すよね。 

下水道課長 Ｐ１４の回収率は、「使用料収入÷使用料対象経費」で算出したものです。先ほど９９％

とご説明したものは、使用料を払っていただく人に対して請求をしますが、それによっ

て払っていただいたのが９９％です。こちらの８６．３％というのは、汚水処理に必要

な、使用料としてまかなうべき経費に対して使用料がどれだけあたっているかを表した

ものです。 

委員 Ｐ１４の平成２９年度の下水道使用料のところで、使用料収入の金額が８８０，６９５

千円となっていて、Ｐ６の収益的収入の使用料収入が８６９，７１７千円で金額に差が

あるのは、なぜですか。 

下水道課長 Ｐ６の使用料収入は公共下水道事業の予測で、Ｐ１４の使用料収入のグラフのみ、それ

に農業集落排水事業の収入を加えたものを掲載しています。事業規模として、ほとんど

が公共下水道の事業ですので、収支の見通しは公共下水道事業で説明をさせていただい

ておりました。 

委員 Ｐ５の財政収支の見通しについてお尋ねします。平成２９年度は収支が赤字になってい
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ますが、これについては一般会計繰入金等で補填されるのでしょうか。 

下水道課長 平成２９年度はすでに予算化されて動き出しておりますが、前年度に２１，１０２千円

の黒字がありますので、それは繰越金として収入されます。表現が難しいのですが、赤

字分について繰入が実際あったのかといいますと、繰入はあっておりません。予算計上

の際に収支のバランスが取れるように計上していますが、決算で数字が合うようにとい

う宿題のもとで進めています。 

委員 では、平成２９年度も赤字が出ないようにはなるということでしょうか。 

下水道課長 そうならないように努力したいと思いますが、仮に赤字が発生すればそれなりの財政措

置、次年度からの繰上充用等の手続を行いながらということになろうかと思います。も

ちろん今年度についても経営努力、発注時においての精査による支出の減、使用料の確

実な徴収による収入の増に務め、赤字額を狭めていきたいと考えております。現実とし

て、平成２９年度については、予算上はバランスが取れていますが、中身を突き詰めれ

ば赤字ということになっております。 

委員 ちなみに、平成２８年度は繰上充用等はされたのでしょうか。 

下水道課長 平成２８年度には、繰上充用はしておりません。 

委員 Ｐ１４下水道使用料の変遷について申し添えます。昭和６０年、昭和６３年当時下水道

課におりまして、３年ごとに下水道料金の値上げをしたのは、その当時、先ほどお話に

出た繰上充用を１億何千万としていたことにより、国や県から、料金の見直し等を含め

て経営改善を図りなさいと指導を受けたためでした。それで、使用料の改定を計画的に

行って、下水道事業会計が健全化していった経緯がございます。ある程度経営改善され、

最近まで使用料が据え置かれたのは、下水道事業で経営内容を改善されていった成果で

はないかと考えます。 

委員 Ｐ８建設改良費の内訳についてお尋ねします。これらの工事経費について、国や県から

どの程度補助金として収入があるのでしょうか。 

下水道課長 現在資料を持ち合わせておらず申し訳ありませんが、すべてが補助対象となるわけでは

ありません。末端の管渠になれば受益面積、受益戸数が少なくなりますので、補助対象

から外れてきます。主たる管渠は補助対象となるため、その辺りについては国や県と協

議を進めながら決定されていくことになろうかと思います。 

委員 公共下水道の方で整備を進めるのであれば、認可面積や管渠の径、排出流量によって補

助の対象が決まっていると思います。その辺りの割合を出していただければ、ある程度

回答できるのではないかと思いますが。 

下水道課長 次回、その辺りの資料をお出ししたいと思います。 

会長 古賀市の人口や世帯数からいいますと、大きく増えることは無いと思いますが、現在の

状況でいきますと、見通しのようにだんだん苦しくなっていくのでしょうか。 
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下水道課長 古賀市の人口は現在横ばいの状態にありますが、一人住まい、二人住まいの家庭が増え

て世帯数は増えています。とはいえ、一人住まいではお風呂も溜めずにシャワーですま

せるなど、なかなか水を使われないということで、使用水量が減ってくる傾向にあるの

ではないかと思っております。企業においては、経費に跳ね返ってくる部分ですので、

極力節水というのを心がけておられ、技術革新が進むほど節水が進み、料金収入に関す

る使用水量が減ってくる傾向にあると思われます。 

会長 設備投資や維持費がかかるけれども、使用水量が減れば、収入が減ってくるということ

になりますね。 

下水道課長 いたずらに減っていくというものではないのですが、私の小さいころの水洗便所で使う

水の量と現在の節水型の使用水量は比較にならないほどです。汚水量としては減ってく

るものの、その中の汚泥量は変わりませんので、汚泥の処理にかかる費用が汚水量とあ

わせて下がってくれればいいのですが、そうはならないので、難しいところです。 

会長 それでは、続いて資料のご説明をお願いします。 

下水道課長 資料２－３をご覧ください。 

（Ｐ１）福岡都市圏の市の下水道使用料について、まとめてお示ししています。１か月

税抜きで比較したもので、左の列が古賀市の料金表になりまして、計算方法を表の右欄

外に例として記載しましたので、料金表とともにご覧ください。まず、８㎥までは、基

本使用料分１，０００円です。９㎥～１０㎥の２㎥分の単価が１１０円で２×１１０の

２２０円、１１㎥～２０㎥の１０㎥分についての単価が１３５円ですので１０×１３５

で１，３５０円、合計で２，５７０円が使用料となります。単純に２０㎥なので表を横

に見て１３５円です、とはなりません。 

（Ｐ２）標準家庭使用料、標準家庭の使用水量を月に２０㎥として比較したグラフです。

福岡県内の市についての状況です。緑の線が単独下水道、処理場を持っている市です。

茶色の線で示しているのが流域下水道、広域で処理場を有し、そこへ汚水を運ぶ管渠の

みを有している市です。どちらが優位というものはこのグラフではわかりませんが、古

賀市の状況としては下から３番目。福岡市と大野城市に挟まれた位置にあります。２０

㎥使用した場合の使用料としては２，７７５円ですので、各市を平均した３，３１０円

よりもまだ安い状況です。先ほどご説明した総務省の基準である２０㎥使用の場合の

３，０００円よりも安価となっております。古賀市は、早い時期に公共下水道事業に着

手したというメリットがございますし、諸先輩方が経営努力をされてきたということも

ございまして、この金額を維持してきたということです。福岡市、北九州市というのは

大きな市でございますので、処理場の規模もうちとは比較にならないような、大きなも

のです。そういった意味で、スケールメリットが大きく働いているということもあろう

かと思います。古賀市に近い市といえば、糸島市や筑紫野市、太宰府市が近く、単独下

水道でいえば宗像市、福津市が近いといえますがそれらの市と比較しても安価です。 
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資料２－３については以上です。続いて、資料２－４について管理係長から説明させま

す。 

下水道課 

管理係長 

資料２－４について簡単にご説明します。 

こちらは、資料２－２のＰ９経営基盤の強化の中に出てきました地方公営企業法の適用

という部分に関連したものです。２－４は、公営企業会計の適用の推進についてまとめ

た資料となっております。資料の下の左半分、公営企業会計の適用関係という囲みがあ

る中に事業が書かれていまして、こちらが地方公営企業法で定めている公営企業の種類

になります。下水道事業は、この囲みの中の着色されていないところにあります。どう

いうことかといいますと、下水道事業は、公営企業法を適用しても適用しなくてもよい

事業であると位置づけられています。これと比較して水道事業は色のついたところにあ

りますが、水道事業は地方公営企業法を全部適用しなければならないことになっていま

す。地方公営企業法とはどういう法律かというと、地方公営企業会計、財務に関する規

定や職員の身分取扱などが定められておりまして、用語解説に掲載しておりましたが、

地方公共団体の経営する企業の組織、財務及びこれに従事する職員の身分取扱いその他

企業の経営の根本基準並びに企業の経営に関する事務を処理する地方自治法の規定に

よる一部事務組合及び広域連合に関する特例を定め、地方自治の発達に資することを目

的とする法律となっています。 

現在、水道事業は全部適用となっていますが、平成２７年１月に総務大臣から、下水道

事業と簡易水道事業についても公営企業会計、特に会計規程に重点が置かれているので

すが、経営改善を目的とするために地方公営企業法の適用を進めるようにという通達が

出されました。その内容としては、人口３万人以上の団体について、下水道事業及び簡

易水道事業を重点事業として平成２７年度から３１年度までを公営企業会計適用の集

中取組期間として、できる限り適用するようにという要請がなされております。それに

基づいて、古賀市においても平成３０年４月の地方公営企業法の適用を目指しておりま

して、平成２７年度からその移行に向けての準備作業に取り組んでいるところです。 

公営企業会計を適用するとどういったメリットがあるのかということですが、資料の右

側にあるように経営、資産等の正確な把握による経営管理の向上に役立つといわれてお

ります。財務に関する地方公営企業法の規定の適用によって、管理運営にかかる取引、

いわゆる損益取引と建設改良にかかる取引、いわゆる資本取引とが区分して経理される

ようになります。それによって経営成績や資産等を正確に把握することが可能となりま

す。一般的な企業はもちろんこの会計方式をとっておられますが、従来の官庁会計をと

っていた下水道事業もこれを採用するようにということになっています。また、減価償

却費が導入され、金額ベースでの資産の老朽化の状態の的確な把握が可能となり、適切

な更新計画の策定や資金の確保に役立つとされております。 

これらのことから、公営企業会計を適用することになって経営や資産等の正確な把握が

でき、経営管理が今以上に良くなると考えられております。損益情報や資産のストック
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情報、財務の状況などがわかりやすい形で情報提供されるようになるので、経営の透明

性が今以上に向上し、同じ指標によって、ほかの自治体における類似の公営企業との経

営成績の比較が可能になります。このことから、議会や住民の方からのガバナンス、企

業統治や企業経営といった意味なのですが、経営状況を監視しやすくなる、あるいは外

部から見てわかりやすくなる、経営の見える化が進展するようになるといわれておりま

す。さらに、公営企業としての経営の自由度が向上し、予算を超える弾力的な支出や、

効率的機動的な予算管理が可能となり、市民ニーズへの迅速な対応や経営の効率化、市

民サービスの向上につながるといわれております。公営企業会計の導入を、先ほど申し

上げたとおり平成３０年４月の移行を目指して取り組んでおりまして、これも一つの経

営改善のための手段というか、このこと自体が結果ではなく、移行することにより経営

基盤を強化するための土台ができていく、これをもとに努力を続けていくことが可能に

なると考えております。以上で、資料２－４の説明を終わります。 

下水道課長 私どもは官庁会計の予算書決算書は見慣れているので、そちらの方がわかりやすいので

すが、企業経営や会計をもってある方から見ればなかなかわかりにくいということで、

これをわかりやすい形にして、下水道事業だけに限らず、ほかの事業体との比較検討も

進めやすいような見える化を進めていくことでさらに経営改善を進めていこうとして

おります。 

会長 資料２－５は用語の解説ですね。 

下水道課長 はい。今回の資料に出てきた言葉でわかりにくいと思われる用語をまとめております。

これをもちまして、事務局からお示しする資料は以上です。先ほどご要望がありました

国庫補助の額のように、その他資料のご要望があれば次回以降ご用意したいと思いま

す。 

会長 これまでの説明で、何かございませんか。 

委員 特にありません。 

３．その他連絡事項 

会長 それでは、その他連絡事項ですが、今後の日程等事務局からなにかございますか。 

下水道課長 今回である程度の説明は終了いたしまして、会議で皆さんのご審議を頂きながら答申を

まとめて頂くことになります。前回、それを概ね４回程度でとご説明しておりました。

第３回会議については、７月２５日を予定しておりますが、その後１回追加して、８月

初旬と下旬に開催し、そこで答申をまとめていただければと考えております。 

どのようにまとめればよいかと苦慮される面もあろうかと思いますので、前回平成２０

年の答申を参考にご覧いただければと思います。前回の答申の内容については、主に使

用料の中身について触れられています。それまでの改定や、現行からみて７．２％の改

定が必要であること、基本料金の上限を１０㎥から、水道料金に肩を並べるということ

で８㎥とするよう求めること、改定率については事務局に任せるということ、接続率・
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水洗化の向上を図るとともに、使用料徴収率を高めることでより多くの財源確保に努

め、管理の改善や民間委託、人件費の抑制などによる経費節減により長期的な経営健全

化を目指し鋭意努力し、下水道事業の良質なサービスを安定的に供給されることを切に

望むものであると結ばれております。 

このたびの答申に当たっては、会議でのご意見を事務局でまとめ、再度その中身につい

てご議論いただくという流れで進めさせていただければと考えております。 

会長 ８月の末を目処に答申をまとめていくということになりますが、当初の予定からプラス

アルファということで、具体的に日程の提案はありますか。 

下水道課長 次回は７月２５日火曜日となっております。８月においては、誠に勝手ながら８月９日

水曜日の午前・午後のいずれか、そして１回追加いたしまして第５回の会議を２８日月

曜日、２９日火曜日のいずれかでお願いできればと思っております。 

会長 では、まず４回目の会議日程について。８月９日と提案がありましたが、皆さんのご都

合はどうですか。今日と同じ９：３０くらいでいかがでしょう。 

委員 結構です。 

会長 では、第４回会議は、８月９日水曜日の午前９：３０からといたしましょう。 

続いて、第５回会議を８月２８日か、２９日。スムーズに行けば、ここでまとめるとい

うことですね。 

委員 ２８日は都合が悪いです。 

会長 それでは、８月２９日にしましょう。同じく９：３０からでよろしいですかね。第５回

会議は、８月２９日９：３０からといたします。 

下水道課長 第５回会議において答申のご承認をいただければと考えております。スケジュールがタ

イトになり本当に申し訳ありません。どうぞよろしくお願いいたします。 

会長 そのほか、事務局から連絡はありますか。 

下水道課長 前回ご出席いただきました報酬と費用弁償については明日の振込みとなっております

ので、ご確認いただければと思っております。今回分につきましては、７月１９日まで

に振込みをいたします。また、第３回資料につきましては、先ほどご質問のありました、

建設改良費の国庫補助の資料等を事前に送らせていただこうかと思います。ほかにこの

ような資料があれば、というご要望はありますでしょうか。 

委員 回収率の件が気になりますので、農業集落排水の金額を除いた額、過去の回収率と今後

の数字を出していただけませんか。 

下水道課長 過去の数字は５年分程度でよろしいでしょうか。数字については、公共下水道と農業集

落排水を分けたものにいたしますか。 

委員 ３年分ほどで結構です。収支の見通しが公共下水道のみでしたので、数字も公共下水道

の数字のみで構いません。 
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会長 ほかにございませんか。 

委員 下水道の使用料だけでまかなえているかがわかりやすくなると思いますので、使用料単

価と汚水処理原価を出していただければと思います。 

下水道課長 承知しました。使用料の回収率１００％を達成するか、収益的収支は１００％で資本的

収支はどこまで回収するかということになります。どちらも全額回収するということに

なれば、改定率が１０％を超えることになりますので、激変緩和ということも考えます

と、前回答申においては収益的収支１００％、資本的収支９０％で改定しておりますの

で、その比較表辺りも出したいと考えております。その際の算定期間について、概ね２

～４年程度とご説明しましたが、平成３０年度に改定するとして、平成３１年度～平成

３３年度を算定期間とした数字をご提示したいと考えております。 

今回に限らず、お尋ねされたいことがあれば資料要求でもお問い合わせでもかまいませ

んので、事務局へお申し付けいただければと思います。 

委員 今後の会議内容に関して、現在下水道についてお話しいただいていますが、上下水道経

営等審議会ということですので、下水道について審議して答申をした後、上水道は上水

道のお話が始まるということでしょうか。 

下水道課長 上下水道は目的や構造が異なることもあり、完全な別会計になっております。まず、下

水道について話をいたしました後に水道から諮問があろうかと思います。 

会長 そのほかに、みなさんから何かございませんか。 

委員 特にありません。 

会長 それでは、これで平成２９年度第２回古賀市上下水道事業経営等審議会を終了いたしま

す。ありがとうございました。 

 


